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令和７年度　第１０回倉吉市農業委員会会議議事録 

 

１　開催日時　　令和８年１月９日（金）　午後４時００分から午後５時００分 
 
２　開催場所　　倉吉市役所　第２庁舎３階　会議室３０２ 
 
３　出席委員　　（２８人） 
　　　会長　　２番　山脇　優　委員 
　　　 
　　農業委員 

１番　髙見美幸　　委員　　　３番　船越省吾　　委員　　　４番　田村静伸　委員 
５番　福井章人　　委員　　　６番　藤井由美子　委員　　　７番　室山恵美　委員 
８番　吉村年明　　委員　　　９番　山下賢一　　委員　　１０番　筏津純一　委員 

１１番　堀川理恵　　委員　　１２番　數馬　豊　　委員　　１３番　鐵本達夫　委員 
１４番　美田俊一　　委員　　１５番　衣笠健一郎　委員　　１６番　松本幸男　委員 
１７番　河野正人　　委員　　１８番　原田明宏　　委員　　１９番　早田博之　委員 

　 
農地利用最適化推進委員 

　福井満寿美　委員　　山脇賢治　委員　　塚根正幸　委員　　田倉恭一　委員 
　　秋山美香  委員　　藤原　治　委員　　林　修二　委員　　小谷義則　委員 
山下洋一郎  委員 

  
４　欠席委員　　（０人） 
  
５　議事日程 
　　第１　開会 
　　第２　会長あいさつ 
　　第３　議事録署名人の決定 
　　第４　連絡・報告事項 

第５　議事 
議案第４７号　農地法第３条の規定による許可申請について 
議案第４８号　農地法第５条の規定による許可申請について 
議案第４９号　非農地・非採草放牧地現況証明申請について 
議案第５０号　遊休農地解消対策事業助成金交付に係る遊休農地の認定について 
議案第５１号　所有者等を確知することができない農地の公示について 
議案第５２号　農用地利用集積等促進計画について 

 
第６　その他 
 

　　第７　閉会 
 
６　農業委員会事務局職員 
　　　　局長　　　内川　啓二 
　　　　局長補佐　梶本　幸敬 

主任　　　岩田　寿朗 
 

経済観光部農林課職員 
　　　　主幹　　　清水　彰夫 
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７　会議の概要 
(１)　開　会 
事務局 　ただ今より、令和７年度第１０回農業委員会会議を開会いたします。初めに

山脇会長よりごあいさつをお願いいたします。 
 
(２)　会長あいさつ 
会　長　　　　　（会長あいさつ） 
 
※　議長選出 
事務局　　　　　この後は農業委員会会議規則第３条により、会長が議長となり会議を進行し

ていただきます。よろしくお願いいたします。 
 
(３)　議事録署名人の決定 
議　長　　　　　それでは本日の議事録署名人ですが、私のほうで指名させていただいてもよ

ろしいでしょうか。 
 

（はいの声） 
 

議　長 　それでは指名をさせていただきます。１２番　數馬委員、１３番　鐵本委員

に本日の議事録署名人をお願いいたします。 
 
※　欠席・遅刻届連絡委員の報告 
議　長　　　　  欠席はありません。全員出席です。 
 
(４)　連絡・報告事項 
議　長 　それでは（４）連絡報告事項、事務局からお願いします。 
 
事務局　　　　　令和７年度第１０回倉吉市農業委員会会議報告及び予定事項でございます。

別紙をご覧ください。（以下事務局説明） 
 
 (５)　議　事 
議　長 　ありがとうございました。くらよし農業に関する相談会は相談がなかったよ

うなので、続きまして（５）の議事に入ります。本日の議事について、事務局

より説明をお願いします。 
 
事務局　　　　　それでは本日の議案について説明させていただきます。始めに議案第４７号　

農地法第３条の規定による許可申請についてでございます。議案２ページのと

おり、番号１○○地内における田、１筆の売買を始め合計４件の申請がござい

ます。番号２及び番号３の贈与については○○間での贈与と確認をしておりま

す。 
 　続いて議案の第４８号　農地法第５条の規定による許可申請についてでござ

います。議案４ページのとおり２件の申請がございます。番号１は○○地内に

おける農業用施設及び駐車場の整備でございます。申請地は農振農用地に指定

されておりますが、令和７年１１月５日付で農業用施設用地に用途変更がされ

ており、用途どおりの転用となります。番号２は○○地内における一般住宅の
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建築でございます。申請地の農地区分は第１種農地で許可根拠は集落接続でご

ざいます。 
続いて議案第４９号　非農地・非採草放牧地現況証明申請についてでござい

ますが、議案６ページのとおり１件の申請がございます。 
議案第５０号　遊休農地解消対策事業助成金交付に係る遊休農地の認定につ

いては、議案８ページのとおり１件の申請がございます。 
次に議案第５１号　所有者等を確知することができない農地の公示について

ですが、議案１０ページのとおり告示してよいか意見を求めるものでございま

す。 
議案第５２号　農用地利用集積等促進計画については議案１５ページから２

６ページのとおり２３０件の貸借と２７ページから２９ページのとおり、３件

の所有権移転について協議がございます。本日の議案は以上でございます。 
 
議案第４７号　 農地法第３条の規定による許可申請について 
議　長　　　　　それでは議事に入らせていただきます。議案第４７号　農地法第３条の規定

による許可の申請について委員の皆さんにお諮りいたします。それでは議案に

ついて質疑を求めます。ありませんか。 
 

（なしの声） 
  
議　長 　ないようですので、賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 

議　長 　はい、ありがとうございました。全員賛成でございますので承認といたしま

す。 
 
議案第４８号　 農地法第５条の規定による許可申請について 
議　長　　　　　続きまして、議案第４８号　 農地法第５条の規定による許可申請について委

員の皆さんにお諮りいたします。本件につきましては、本日午前１１時より当

番委員であります美田委員、山脇賢治委員、藤井職務代理、内川局長、岩田主

任と私の６人で現地の調査に行っておりますので、代表して山脇委員より報告

をお願いいたします。 
 

山脇推進委員 　報告させていただきます。本日現地を確認させていただきまして、いずれも

問題ないということで報告させていただきます。 
   
議　長 　はい、ありがとうございました。それではただ今の議案に対する質疑を求め

ます。ありませんか。 
 

（なしの声） 
  
議　長 　ないようですので、ただ今の議案につきまして賛成の農業委員の方の挙手を

お願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
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議　長 　はい、ありがとうございました。全員賛成でございますので承認とさせてい

ただきます。 
 
議案第４９号　 非農地・非採草放牧地現況証明申請について 
議　長　　　　　続きまして、議案第４９号　非農地・非採草放牧地現況証明申請について委

員の皆さんにお諮りいたします。本件につきましても先ほどと同様現地の調査

に行っておりますので、引き続いて山脇委員より報告をお願いいたします。 
 

山脇推進委員 　報告させていただきます。この案件につきましても、午前中に現地を確認さ

せていただきまして、問題なかったことを報告させていただきます。 
   
議　長 　はい、ありがとうございます。ただ今報告のありましたとおり問題なしとい

うことでございます。この案件につきまして皆さまからの質疑を求めます。あ

りませんか。 
 

（なしの声） 
  
議　長 　ないようですので、この案件につきまして賛成の農業委員の方の挙手をお願

いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 

議　長 　はい、ありがとうございました。全員賛成でございますので承認といたしま

す。 
 
議案第５０号　 遊休農地解消対策事業助成金交付に係る遊休農地の認定について 
議　長　　　　　続きまして、議案第５０号　遊休農地解消対策事業助成金交付に係る遊休農

地の認定について委員の皆さんにお諮りいたします。本件につきましても先ほ

どと同様現地の調査に行っておりますので、山脇委員より報告をお願いいたし

ます。 
 

山脇推進委員 　報告させていただきます。現地の確認を行いましたところ、この農地は草が

たくさん生えていますし、大きな木が８本ぐらい植わっています。従って１０

アールあたりの助成金の額としては、抜根したりする作業もありますし５万円

と判断したということで報告いたします。 
   
議　長 　はい、ただ今報告のとおり１０アールあたり５万円が妥当ではないかという

ことです。議案に対する質疑を求めます。ありませんか。 
 

（なしの声） 
  
議　長 　ないようですので、ただ今の案件につきまして賛成の農業委員の方の挙手を

お願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
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議　長 　はい、ありがとうございました。全員賛成でございますので承認といたしま

す。 
 
議案第５１号　 所有者等を確知することができない農地の公示について 
議　長 　続きまして議案第５１号　 所有者等を確知することができない農地の公示

についてお諮りいたします。事務局、説明してください。 
 
事務局 　９ページからご覧いただければと思います。所有者等を確知することができ

ない農地について告示することにつき、委員会の意見を求めるものでございま

す。今回、この所有者不明農地制度を使って取り上げますのが７件目となりま

す。但し１０月の起案で、議案３２号で上程したスイカの選果場の前の畑の分

の○○○さんの案件があったのですが、こちらにつきましては１０月に告示し

ていたところ、申立がありまして相続財産清算人が立っているということが判

明いたしました。所有者不明ではなくなったということで、別の形で耕作とい

うことになります。ですので今回この分の貸付が取り扱いとしては７件目です

けれども、耕作できるようになるものとしては６件目となる予定です。 
 　今回の事例に戻ります。１０ページをご覧ください。農地の所在は倉吉市○

○字○○○○○○番、田、２，５３５㎡でございます。所有者は亡くなられた

○○○○○さんで、令和７年１月議案第５８号でご審議いただいた倉吉市では

４例目の○○○○○さん、その方のお父さんになります。同じ家ですけれども

名義がお父さんだったり、子どもさんだったりすることがあって、今回お父さ

んの名義で残っていた分を処理させていただくということです。 
前回と同じようにですね、こちらにおられた○○○○○さんという、農協の

職員さんだった親戚にあたる方が管理されていたんですけれども、その方が亡

くなられたことがきっかけで今回もこの制度を利用します。 
○○さんもそうでしたが、今回の○○さんについても１１ページの相関図を

ご覧いただければと思いますけれども、配偶者及び子どもさんが全員亡くなっ

ておられまして、探索範囲には誰もいらっしゃらないということで所有者不明

農地ということで今後２ヵ月の公示を経て、担い手育成機構に通知しまして耕

作につなげたいと思っております。○○さん名義の時もそうでしたが、○○○

○○○○○○○、代表が○○○○さんですけどそちらの方で耕作していただけ

るということです。１２ページに地図を載せておりますけれども、○○土地改

良区内の大区画圃場の一部の田んぼでございます。説明は以上でございます。 
 
議　長 　はい、ただ今議案第５１号について説明がございました。議案に対する質疑

を求めます。ありませんか。 
 

（なしの声） 
 
議　長 　ないようですので、賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 

議　長 　はい、ありがとうございました。全員賛成でございますので、議案第５１号　 
所有者等を確知することができない農地の公示については承認といたします。 
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議案第５２号　 農用地利用集積等促進計画について 
議　長 　続きまして１３ページ、議案第５２号　農用地利用集積等促進計画について

お諮りいたしますが、委員の皆さんにお諮りする前に該当委員に係る案件がご

ざいますので、該当委員に係る案件を先に審議させていただくことにご異議ご

ざいませんか。 
 

（なしの声） 
 
議　長 　異議なしということでございますので、進めさせていただきます。農業委員

会等に関する法律第３１条の規定により該当委員の退席を求めます。 
 　１５ページ番号５番の○○○○○○○○○○○○○○○○○○○は、１４番　

美田委員に係る案件ですので退席を求めます。 
 

（美田委員　退席） 
 
議　長 　それでは、美田委員が退席しましたので事務局より説明をお願いします。 
 
事務局 　１５ページ農地番号５番でございます。借受経営体は、○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○。土地につきましては○○の１筆７８９㎡の水田の促進

計画で、賃借権の設定でございます。以上でございます。 
 
議　長　　　　　ただ今、美田委員の案件について事務局より説明がありました。議案に対す

る質疑を求めます。 
 

（なしの声） 
 
議　長 　質疑がないようですので、ただ今の案件につきまして、賛成の農業委員の方

の挙手をお願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 
議　長　　　　　ありがとうございました。全員賛成ということで承認といたします。それで

は、美田委員の入場を求めます。 
 

（美田委員　入場・着席） 
 
議　長　　　　　美田委員へ、ただ今の案件につきましては、異議なしということで承認され

ましたことをご報告申し上げます。 
続きまして１５ページ番号６番は、田倉推進委員に係る案件ですので退席を

求めます。 
 

（田倉推進委員　退席） 
 
議　長 　それでは、田倉推進委員が退席しましたので事務局より説明をお願いします。 
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事務局 　１５ページ農地番号６番でございます。借受経営体は、○○○○。土地につ

きましては○○○の１筆２，０３１㎡の水田の促進計画で、賃借権の設定でご

ざいます。以上でございます。 
 
議　長　　　　　ただ今田倉委員の案件について説明がありました。この案件につきまして質

疑を求めます。ありませんか。 
 

（なしの声） 
 
議　長 　質疑がないようですので、ただ今の案件につきまして、賛成の農業委員の方

の挙手をお願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 
議　長　　　　　ありがとうございました。全員賛成ということで承認といたします。それで

は、田倉委員の入場を求めます。 
 

（田倉委員　入場・着席） 
 
議　長　　　　　田倉委員へ、ただ今の案件につきましては、異議なしということで承認され

ましたことをご報告申し上げます。 
続きまして１６ページ番号２４番から２８番は、１８番　原田委員に係る案

件ですので退席を求めます。 
 

（原田委員　退席） 
 
議　長 　それでは、原田委員が退席しましたので事務局より説明をお願いします。 

 
事務局 　１６ページ農地番号２４番でございます。借受経営体は、○○○○。土地に

つきましては○○○○○○の１筆、取扱面積２，８００㎡の水田の促進計画で、

賃借権の設定でございます。その他、農地番号２５番から２８番までを合計い

たしまして５筆の１３，９３０㎡の水田の促進計画で、賃借権の設定でござい

ます。以上でございます。 
 
議　長　　　　　ただ今、原田委員の案件について事務局より説明がありました。議案に対す

る質疑を求めます。 
 

（なしの声） 
 
議　長 　質疑がないようですので、ただ今の案件につきまして賛成の農業委員の方の

挙手をお願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 
議　長　　　　　ありがとうございました。全員賛成ということで承認といたします。それで

は、原田委員の入場を求めます。 
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（原田委員　入場・着席） 

 
議　長　　　　　原田委員へ、ただ今の案件につきましては、異議なしということで承認され

ましたことをご報告申し上げます。 
続きまして２０ページ番号１１３番は、１０番　筏津委員に係る案件ですの

で退席を求めます。 
 

（筏津委員　退席） 
 
議　長 　それでは、筏津委員が退席しましたので事務局より説明をお願いします。 
 
事務局 　２０ページ農地番号１１３番でございます。借受経営体は、○○○○。土地

につきましては○○の１筆３，３０３㎡の水田の促進計画で、賃借権の設定で

ございます。以上でございます。 
 
議　長　　　　　ただ今、筏津委員の案件について事務局より説明がありました。議案に対す

る質疑を求めます。ありませんか。 
 

（なしの声） 
 
議　長 　質疑がないようですので、挙手による採決を求めます。ただ今の案件につき

まして、賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 
議　長　　　　　ありがとうございました。全員賛成ということで承認といたします。それで

は、筏津委員の入場を求めます。 
 

（筏津委員　入場・着席） 
 
議　長　　　　　筏津委員へ、ただ今の案件につきましては、異議なしということで承認され

ましたことをご報告申し上げます。 
続きまして２６ページ番号２２０番から２３０番は、１２番　數馬委員に係

る案件ですので退席を求めます。 
 

（數馬委員　退席） 
 
議　長 　それでは、數馬委員が退席しましたので事務局より説明をお願いします。 
 
事務局 　２６ページ農地番号２２０番でございます。借受経営体は、○○○。土地に

つきましては○○○の１筆１，２２２㎡の水田の促進計画で、賃借権の設定で

ございます。その他、農地番号２２１番から２３０番までを合計いたしまして

１１筆の１３，５２８㎡の水田の促進計画で、賃借権の設定でございます。以

上でございます。 
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議　長　　　　　ただ今、數馬委員の案件について事務局より説明がありました。議案に対す

る質疑を求めます。 
 

（なしの声） 
 
議　長 　質疑がないようですので、挙手による採決を求めます。ただ今の案件につき

まして、賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 
議　長　　　　　ありがとうございました。全員賛成ということで承認といたします。それで

は、數馬委員の入場を求めます。 
 

（數馬委員　入場・着席） 
 
議　長　　　　　數馬委員へ、ただ今の案件につきましては、異議なしということで承認され

ましたことをご報告申し上げます。 
 　以上で該当する出席委員の案件は終了いたしました。それではその他の案件

について、説明をお願いします。 
 
事務局 　はい、１５ページからでございます。農用地利用集積等促進計画につきまし

ては、１５ページの番号１番から２６ページの番号２３０番まで、合計で３７

７，１２９㎡の水田、畑でございます。 
　　　　　　　　続きまして２７ページでございます。売買関係でございます。所有権を移転

する者、○○○の○○○○さんから公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機

構に移転して、次に機構から○の○○○○さんに所有権を移転する計画でござ

います。移転する土地は○の１筆２１㎡の水田でございます。対価は５００円、

１０アールあたりですと２３，８１０円でございます。 
　　　　　　　　続きまして２８ページでございます。売買関係でございます。所有権を移転

する者、○○○○○○○○○○○○○の○○○○さんと○○の○○○○さんか

ら公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構に移転して、次に機構から○○

の○○○○さんに所有権を移転する計画でございます。移転する土地は○○、

○○の２筆４，１５２㎡の水田でございます。対価は３０４，０００円、１０

アールあたりですと○○の水田は６４，５８３円、○○の水田は１９２，１７

０円でございます。 
　　　　　　　　続きまして２９ページでございます。売買関係でございます。所有権を移転

する者、○○の○○○○○さんと○○の○○○○さんから公益財団法人鳥取県

農業農村担い手育成機構に移転して、次に機構から○○の○○○○さんに所有

権を移転する計画でございます。移転する土地は○○の３筆４，３０５㎡の水

田、畑でございます。対価は７６２，１００円、１０アールあたりですと○○

○○○さんの水田は１５２，１７３円で○○○○さんの畑は１８０，０００円

ございます。 
賃借権等受ける者の農業経営の状況につきましては３０ページから３６ペー

ジ、所有権の移転を受ける者の農業経営の状況につきましては、３７ページ記

載のとおりでございます。農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３

項の規定により倉吉市長から協議がありましたので、本会の意見を求めるもの
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でございます。 
 
議　長 　ただ今その他の項について説明がございました。議案に対する質疑を求めま

す。ありませんか。はい、鐵本委員。 
 
１３番 　１３番　鐵本です。２７ページですが、面積が２１㎡ということでどこか付

いていた田んぼにもう１ヶ所残っておったとかいう漏れがあってこのような売

買になったんでしょうか。 
 
議　長 　事務局、説明してください。 
 
事務局 　これは畦畔の部分でして、農地台帳に記載がないので後から売買が終わった

後で実は畦畔がまだ残っていてということで再度売買をさせていただいたとい

うことになります。以上です。 
 
１３番 　わかりました、ありがとうございます。 
 
議　長 　いいですか。その他にありませんか。 
 

（なしの声） 
  
議　長 　ないようですので、賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 

議　長 　ありがとうございました。全員賛成でございますので議案第５２号について

は承認といたします。以上で議事は終結といたします。 
 　  
（６）その他 
議　長　　　　　続きまして別冊、その他報告･連絡事項をご覧ください。（１）農地法第５条

の規定による許可を必要としない届出書について、岩田主任お願いします。 
 
事務局 　別冊２ページをご覧ください。（１）農地法第５条の規定による許可を必要と

しない届出書についてでございます。鳥取県中部総合事務所地域整備課が発注

する工事に伴う一時転用で、請負業者や転用期間はそれぞれ記載のとおりでご

ざいます。 
 
議　長 　はい、続いて（２）あっせん申出のあった農地及びあっせん委員の選任につ

いてお願いします。 
 
事務局 　はい、３ページの（２）あっせん申出のあった農地及びあっせん委員の選任

についてということです。今回は２件ありました。１番目から説明させていた

だきたいと思います。 
まず１番目ですけど、相談者が所有者の○である○○○○さんで○○の水田

であります。相談内容は使用貸借ということであります。 
４ページ、２番目は相談者が○○○さんで○○の水田であります。相談内容
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は、売買、賃貸借、使用貸借ということであります。以上、あっせん委員の選

任についてよろしくお願いいたします。 
 

議　長 　北谷が２件ですね、○○と○○。○○の豚を飼っていた家の息子さんが作っ

てるのを今、返しよんなる。それから○○は今まで地元の方が作ってきたけど、

もうよう作らんから返すということのようです。松本委員、秋山委員よろしい

ですか。 
 
１６番 　○○は耕作しとったのにどういう理由で作らんかな、じゅるいんだな、ここ

は。 
 
議　長 　　陰になって作れんし、ここはみんなが返しちゃって。 
 
１６番  　難しいな。 
 
議　長 　難しい、こんなんは。○○のほうはなんとか県道沿いだけね。まあどっちに

なっても松本委員と秋山委員でお願いします。 
 　続きまして、（３）あっせんの活動の状況について報告をお願いします。○○

さんの分ですね、田倉委員お願いします。 
 
田倉推進委員 　一番上の○○の分は、○○○○が牧草地として利用しています。それから２

番目の○○、１，６８９㎡のほうはスプリンクラーが付いてますが草ぼうぼう

です。次の○○は木が生えている荒れ地でございます。それから○○の分です

が、これは現在野菜を作っておられまして、申出された方もわかっているよう

でわかっていないような話でございましたけれども。牧草地と野菜につきまし

ては引き続きしていただくということで話をします。それから○○の２つです

けれども、１つは荒れ地でとんでもないと。もう１つはスプリンクラーがあっ

て背丈よりも高い草が伸びていますので、非常に難しいということでございま

す。以上です。 
 
議　長 　はい、続きまして○○さんの件、福井委員。 
 
福井推進委員 　福井でございます。この土地は○○の中でも一等地でございまして、高齢の

ためできないということでしたのですぐ引き受けてくれる方がおられました。

以上でございます。 
 
議　長 　　はい、ありがとうございます。続きまして○○○の件、數馬委員。 
 
１２番 　堀川委員と私とでまわりました。合計４件あたりましたが、貸借等はなしで

した。本人さんとしてはもうよう管理しないので、売買で動いて欲しいという

ことでしたので引き続き動きます。 
  
議　長  　それでは続いてよろしくお願いします。次は、河野委員。 
 
１７番 　○○さんに連絡してから、今耕作している○○○○さんに連絡しましたら次

は○○○○くんが受けるということで話をしていると。それから川向こうのお



12 

寺のあるほうの３枚は○○くんと○○○○さんに話をしたということでしたが、

２人ともつかまらないので後で話をして契約ができるかが心配なのでそこは話

を詰めたいと思います。今のところは○○○○くんがきれいに管理しておりま

すので、すぐに作りやすいかなと思っております。以上です。 
 
議　長 　名前聞いた限りでは難しいな。今年、○○さんは○○○の田んぼを稲刈りせ

ずにほとんど投げてしまった。それから前に、○を借りていて草刈りせなんだ

もんだから私がちょっと注意したらすぐ返しちゃったんです。畦草も刈らずに

そのままにしとったんでね。○○くんもあちこち作って、草刈りしてない。こ

の２人では難しいな。○○○○さんも○○さんとしてるんだからそのまま作れ

ばええのに、減らすかな。 
 
１７番 　別なところを借りているようです。 
 
議　長 　はい、わかりました。続いて、筏津委員。 
 
１０番 　１０番　筏津です。早速見たんですけど、雑木が生えて畑として耕作できる

ような場所ではないですし、○○さんに連絡してその旨伝えました。 
 
議　長 　続いて６番、衣笠委員。 
 
１５番 　衣笠です。○○○字○○○○○○○の田んぼ１，００９㎡につきましては、

近所の方が白ネギを作ってみたいということで決まりました。その方に○○○

○のほうの田んぼもどうですかと聞いたところ、こちらは道路からの出入りが

明確ではなくて、収穫等で軽トラの出入りが特に難しいのではないかというこ

とでしたので、こちらについては今後も他の方を探していきたいと思います。 
 
議　長 　進入路さえきちんとすれば作れるんだな。地主が対応すればできる人がでて

こんかな。段差があるか。 
 
１５番 　１ヶ所はブロックが敷いてあってガタガタで、もう一方が農道があって草刈

りすればいいかというところです。 
 
議　長 　わかりました。続きまして田倉委員。 
 
田倉推進委員 　○○さんに確認しました。やはりポットでブドウを作りたいということでご

ざいまして、この○○のあたりは非常に難しいと話しをしまして、○○だった

らあるし売買も可能ですとお伝えしましたら、あそこは知っているけど○○は

いいですという話でした。 
 　希望する場所があるということで、お伺いしましたら○○○○○○と○○○

○○の前にありましてそこの所有者さんにお話を持って行ったんですが、まだ

働いているけれどこれから定年後田んぼを作りたいので、手放す意思はないと

いう回答でございました。○○さんへの連絡は事務局のほうからしていただい

たという状況です。 
 
議　長 　○○○○の土地改良区でちょっと畑があって、誰か作って欲しいって依頼が
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あって、この間草刈ってきれいにしてあるからもしよかったらそこでもいいで

すよ。 
 
田倉推進委員 　はい。でも、近いところがいいようです。 
 
議　長 　近いところはなかなかあらへんけ、○○で畑なんて。まあ話してみてくださ

い。続きまして（４）編集委員会の報告について、編集委員長お願いします。 
 
　７番 　７番　室山です。１１月１０日に第１回、１２月１０日に第２回、そして本

日３回目の編集委員会を行いました。修正箇所が多数あったため、再度検討し

て農業委員会だよりを発行することになっています。以上です。 
 
議　長 　はい、（５）その他。事務局お願いします。 

 
事務局 　（５）その他の説明をさせていただきます。まず令和８年度の農業委員会会

議、現地調査、くらよし農業に関する相談会の日程についてということで、今

回この青のものを配布させてもらいました。これが年間のスケジュールという

ことでご確認いただければと思います。ただ今年は改選等がありますので当番

委員等の記載は７月までの記載としております。 
続きまして新年互礼会です。本日５時半から渓泉閣ということで、配席表を

机の上にお配りさせていただきました。座られる位置等確認しておいていただ

きたいと思います。マイクロバス１台を宮川町観光駐車場に準備していますの

で乗り遅れのないようお願いします。帰りは宮川町観光駐車場に戻り、終点が

倉吉駅です。以上でございます。 
 
議　長 　はい、その他ありませんか。 
 

（なしの声） 
  
議　長 　ないようですので本日の農業委員会会議は閉会といたします。ご苦労様でし

た。 
 
 
 

―　午後５時００分　閉　会　― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


